
璃
寒
帯
ル
0
号

.
J
-

A)二

三
朝
町
稀
桑
脚
の
ー
部
を
改
正
す
る
条
例
に
′
っ
誓
J

し
､

l

三

朝

町

鞘

条

例

の

]

部

を

別

紙

の

と

お

り

改

正

す

る

◎

昭

和

四

十

]

錠

十

二

日

十

⊥

ハ

日

碍

出

三

朝

町

長

　

坂

､

お

　

経

　

己

昭
和
四
冶
壱
年
始
高
空
ハ
甲
.
原
索
可
訣

三
朝
町
箪
於
番
長
　
菰
野
香
焼
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･
J
･

三
朝
町
税
欝
の
蒜
を
票
す
る
纂

-

･

　

　

　

　

　

　

　

　

+

I

i

T

ナ

　

l

.

I

r
･TT･),

′}ー

三
雷
辞
儀
脚
(
霊
言
二
竺
扇
町
条
例
竺
-
の
蒜
を
次
の
よ
う
纂
掌
る
｡

垂
1
+
和
姦
竺
病
中
首
尾
箱
｣
を
､
｢
町
､
讐
=
鷺
五
十
三
条
の
二
の
観
窯
に
ょ
･
つ
て
葦
す
る

所
得
却
(
以
下
｢
舟
喋
評
群
に
係
る
所
得
割
｣
L
s
^
r
o
)
を
除
-
⑳
)
を
､
竺
号
芸
当
す
る
者

に
対
し
て
は
弁
難
課
程
に
係
る
所
碍
割
｣
に
改
め
L
 
,
同
番
竺
毒
申
｢
こ
れ
ら
の
者
が
前
年
申
監
い

て
三
業
宴
こ
え
-
-
看
し
違
令
｣
を
｢
J
J
れ
ら
の
者
の
覇
軒
中
の
所
得
の
金
警
舟
繋

軍
報
還
る
所
帯
覇
の
課
瓢
噴
準
で
あ
る
退
職
所
得
の
金
額
を
除
-
二
が
二
十
g
亮
円
を
こ
え
る
場

合

｣

に

改

め

る

･

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

り

空
耳
四
条
の
町
中
｢
第
五
号
の
二
線
或
｣
を
｢
簡
空
蒜
三
樽
式
し
霞
め
る
｡
p

竺
十
芸
の
筒
竃
申
｢
竺
毒
の
四
樽
/
-
は
筑
-
の
玉
楼
空
を
T
慧
号
の
五
翼
叉

は
警
号
の
大
望
｣
芸
め
､
同
署
意
中
｢
讐
垂
≡
ハ
桑
し
の
下
竺
讐
頑
｣
を
加
え

｢
前
年
の
所
得
｣
を
｢
前
年
の
給
与
所
得
1
把
改
め
る
｡

警
手
八
寒
讐
項
申
｢
篤
四
芸
桑
｣
等
に
｢
B
!
t
は
第
五
十
三
桑
の
至
芸
え
る
0

璽
義
解
蒜
に
次
の
十
]
集
を
加
え
る
｡

.

.
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(
損
職
所
得
の
弔
報
の
特
脚
〕

第
五
十
三
集
の
二
　
道
鞘
手
当
等
　
(
所
得
種
族
第
百
九
十
九
桑
の
現
定
に
よ
り
を
の
所
得
税
を
餅
概
し

て
鞠
付
す
べ
恵
も
の
元
曝
る
｡
{
以
下
同
じ
｡
)
.
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
属
す
る
年
の
一
月
言
1

鞘
在
に
お
S
て
町
内
に
侍
所
を
有
す
る
君
が
当
索
道
職
手
当
等
の
受
払
を
受
け
る
幕
命
に
捺
当
課
E
q
T
J
･

澱
手
当
等
に
係
る
所
得
都
は
､
讐
二
十
三
乗
'
竺
二
十
四
条
の
三
､
第
三
十
四
条
竺
九
煎
び
曇
二
十

七
桑
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
'
当
敬
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
他
の
所
得
と
区
分
し
､
扮
準
㌍
J

第
五
十
三
桑
の
十
二
ま
で
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
額
す
る
｡

(
分
野
課
税
に
係
る
所
帯
部
の
顎
和
博
漁
)

第
五
±
二
条
の
三
.
弁
解
顎
鞘
に
係
る
,
所
得
卿
の
韻
鞘
碍
準
は
､
そ
の
駐
中
の
退
職
所
得
の
金
額
と
す

る
○

2
.
灘
項
の
損
職
所
得
の
金
額
は
'
所
得
和
洪
第
三
十
条
解
二
項
に
規
定
す
る
退
職
所
得
の
金
将
の
計

算
の
個
に
よ
っ
て
覚
窟
す
る
｡

(
分
解
関
税
に
係
る
帝
電
熱
の
碍
雇
)

I

第
禿
十
士
姦
の
甲
　
分
野
辞
職
に
係
る
所
得
割
の
滞
空
′
群
集
鴇
.
1
項
の
損
俄
所
得
の
金
額
を
次
の
寿

の
上
噂
把
掲
げ
る
傘
額
の
野
分
に
よ
っ
て
区
分
L
t
当
該
床
分
に
宿
ず
る
同
乗
め
下
欄
に
謬
げ
る
車

を
願
凍
滴
押
し
て
計
算
7
頂
金
額
の
合
計
額
と
す
る
や
　
　
　
ュ

一

.

　

こ
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し七･一一

第
五
十
三
条
9
意
　
弁
嘩
軍
報
に
係
高
所
得
朝
は
､
備
鞘
級
澱
の
方
旗
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
O

(
特
別
稗
収
義
帯
者
の
.
帝
宕
)

革
五
三
一
義
の
大
　
分
野
預
種
偲
係
る
所
得
割
の
特
別
静
敬
義
務
者
は
､
当
撃
か
欝
記
紀
に
撃
圭
琉
碍

部
の
納
税
義
覇
者
昭
対
し
て
退
難
事
当
等
の
支
払
を
す
る
者
(
他
の
市
町
村
内
に
お
S
て
還
準
千
当

等
の
妄
執
を
す
患
者
を
含
む
｡
以
下
同
じ
◎
)
と
す
る
8

人
特
別
解
版
柑
額
の
納
入
の
童
帯
等
)

第
五
十
二
義
の
七
　
前
桑
の
特
別
徴
収
鶴
野
者
は
､
軍
鞘
手
当
等
の
支
払
を
す
る
障
､
そ
の
挙
描
手
当

等
に
つ
め
て
舟
輝
課
和
に
係
る
所
得
矧
を
練
塀
し
､
そ
の
徴
収
の
日
の
犀
す
る
月
の
翌
胃
の
十
日
壇

で
雪
旅
行
樹
則
欝
五
号
の
八
摺
義
に
よ
る
納
入
額
魯
串
を
町
長
に
揖
由
し
'
及
び
そ
の
聖
人
金
を

町
に
納
入
し
竜
け
れ
ば
を
ら
覆
い
¢

(
特
那
熊
壁
鞘
締
)

第
五
十
三
条
の
凡
　
前
条
の
軍
票
に
ょ
･
β
徴
収
す
べ
き
分
解
顎
穂
に
係
る
所
碍
親
の
籍
は
,
次
の
各
号

に
蒋
げ
る
韓
合
の
k
T
.
舟
一
に
応
`
じ
'
当
該
各
号
把
掃
げ
る
種
･
額
と
す
る
¢

.
I
.
.
退
職
手
当
等
の
貴
弘
を
脅
け
る
着
が
轟
出
し
た
次
桑
第
7
雷
の
軍
票
に
､
よ
る
蔚
草
書
　
(
以
下
･
本

L
C
r
･
次
桑
賢
帝
電
解
…
義
の
萎
漂
お
等
'
海
業
福
富
番
｣
と
-
｡

･

　

　

　

　

　

.

ヽ
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忘
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.

把
三
の
支
払
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
-
-
-
震
う
べ
き
こ
と
が
確
定
し
急
の
退
職

手
当
等
で
鴫
等
弘
が
-
-
の
(
-
及
-
-
完
…
写
｢
芸
済
み
の
由
の
損
一

箪
当
等
｣
と
冒
◎
)
が
菟
-
の
義
が
あ
る
誓
､
､
そ
の
芸
う
芸
芸
等
の
豪
に

つ
等
.
空
音
三
条
の
三
及
び
箪
h
J
l
十
芸
の
-
矧
字
義
関
し
て
計
算
し
た
群
相

識
璽
毒
等
の
要
言
受
け
る
馨
が
福
出
し
た
遅
漁
所
得
蹄
望
帝
誓
受
払
済
み
の
楠
の
軍
簡

I

芸
等
が
あ
る
腎
の
聖
芸
あ
る
驚
､
そ
の
-
-
の
櫓
の
讃
-
芸
の
金
警
芸
支

払
う
遅
筒
手
当
等
の
票
と
の
合
計
額
･
-
-
箪
-
芸
の
三
及
び
箪
芋
三
条
の
四
の
現

l

豊
を
適
用
し
て
計
貸
し
た
碍
磯
か
ら
､
そ
の
-
苦
み
の
鞄
の
遅
-
当
等
把
づ
尊
前
廉
の
現
定

誓
基
誉
れ
蔓
は
欝
せ
れ
る
べ
き
各
慧
岸
に
撃
宗
帯
封
の
額
を
控
除
し
窺
薄
に

好
学
す
る
職
種

漂
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
憲
が
言
責
払
-
け
る
′
嘩
茎
還
膳
所
碍
冨
書
を
碍
揖
し

て
芸
S
r
u
尊
は
,
前
条
の
芸
-
-
-
･
べ
-
芸
戦
に
-
覇
軍
部
の
漂
'
そ
芸

払
,
･
i
^
･
T
,
埋
矯
苧
当
等
の
金
額
竺
-
箪
雪
童
条
の
三
及
宗
革
十
三
桑
の
由
の
望
芸
讃
用
し
て

計
算
し
た
報
額
と
す
る
¢

(
退
職
所
得
申
告
寮
)
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1

也

第
五
十
三
桑
の
九
　
讃
碍
手
当
等
の
受
払
を
受
け
る
君
で
そ
の
退
闘
手
当
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日

/

の
嘩
す
る
質
の
1
月
7
日
司
在
に
お
い
て
町
内
に
住
所
を
有
す
る
者
は
､
そ
の
支
払
を
受
け
る
時
ま

で
に
､
施
行
噂
即
第
五
号
の
九
時
式
に
よ
る
軒
額
寓
語
､
そ
の
讃
僻
事
基
等
の
二
J
r
l
J
.
払
宣
サ
学
者
J
(
L
J
詣

由
し
て
町
薫
に
軍
出
し
潅
贈
れ
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